
第９回議会運営委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和５年８月２２日（火曜）      午後１時３０分 開会 

休 憩 13:40-41 13:45-47 13:53-55 

                    午後１時５８分 閉会 

会議場所  ３階委員会室 

出席委員  

氏   名 

委員長  渡辺洋一郎 委 員 中村 和宏  

副委員長 立川 美穂 委 員 中田智惠子  

委 員  正村紀美子 委 員 鈴木 健充  

委 員  木村 淳彦  議 長 梶澤 幸治 

欠席委員  

氏   名 

   

   

説明等に  

出席した  

者の氏名  

副町長  佐野 寿行   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 竹川 恭史 総務係主査 上田瑞紀 

１ 開 会 

・委員長が開会を告げ、事務局から本日の委員会の日程を説明する。 

 

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 令和５年度芽室町議会定例会９月定例会議の運営について  資料１ 

イ 先進地事務調査について                 資料２ 

ウ 第18回マニフェスト大賞の応募について          資料３ 

エ 議会ホットボイスについて              当日資料４ 

 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日程（予定）について 

令和５年 月 日（  曜）   時   分 

（２）その他 

 

                                       

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 令和５年度芽室町議会定例会９月定例会議の運営について  資料１ 

・副町長：資料１－１説明。 

・委員長：質疑はないか？ 

・（質疑なし） 

・立川副委員長：資料１－２説明。 



・委員長：質疑はないか？ 

（質疑なし） 

・委員長：次に、資料１の「２ 提案予定事項の審査方法について」以降の説明を求

める。 

・立川副委員長：資料１の「２」～「６」の説明。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑なし） 

・委員長：説明のとおり決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：以上のとおり決定する。 

 

 

イ 先進地事務調査について  資料２ 

・立川副委員長：資料説明（趣旨・視察先・日程・予算・派遣委員等・事前質問事項）。

なお、視察に要する予算は、９月定例会議初日（９月１日）において、議会費補正

予算を提案・審議し、委員派遣の件は、最終日（９月26日）に議長発議で審議する

予定。なお、視察の根拠資料として、３種類＜①R5議会活性化計画主要事業、②

議長諮問事項の答申本文（R4）、③答申参考資料（R4）＞をクラウドに保存してあ

るので参照願いたい。 

・委員長：質疑はないか？ 

・（質疑なし） 

・委員長：意見に異議ないか？ 

・（意見なし） 

・委員長：説明のとおり取り進めることを決定する。 

 

 

ウ 第18回マニフェスト大賞の応募について  資料３ 

・立川副委員長：例年応募している制度であるが、昨日の全員協議会（第５回：８月

２１日開催）で共通認識を図ったとおり、議会運営委員会が主となって取り組む

ことになる。応募期間は今月末。この制度は、他の応募者との競争の要素もあるこ

とから、公開されているこの場では具体的な協議に限界はある。資料３に基づき、

エントリーする「賞」及びテーマ等については、別途協議し、速やかに応募した

い。 

・議長：質疑・意見はないか？ 

（質疑・意見なし） 

・議長：提案のとおり決定する。 

 

 

エ 議会ホットボイスについて  当日資料４ 

 ・委員長：８月７日付で受理したホットボイスについて取扱いを協議したい。ここで



休憩とする。 

 

・委員長：休憩を取り消し、委員会を再開する。「議会ホットボイス取扱基準（以下

「基準」という。）」第３条第２号について協議したい。まず最初に「ア：取扱いの

可否」について協議する。今回受理したホットボイスは、基準の第３条第３号に規

定する項目に定義されないことから「取り扱うこと」とする。異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：決定する。次に「イ：回答の可否」について協議する。このホットボイス

は無記名のため本人宛に回答はできないが、ホームページにおいて、速やかに公

開し、議会だよりは９月号に掲載する。なお、議会だよりにおいては、編集の事情

により全文掲載が困難な際は、要約することとし、編集企画会議に一任すること

にしたい。異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：次に、第４条第２項の「内容の公開」について協議する。今件については、

第３条第３号に規定する「特定者への指摘」に該当する箇所が存在するため、原文

を一部修正すべきと考えるが、意見はないか？ 

・立川副委員長：その前に、このホットボイスについて確認したい事項がある。現在

は削除されているが、議会宛の内容にもかかわらず、すでに町のホームページで

公開されていたものである。この経過について、確認したい。 

・事務局長：本来、議会宛のホットボイスは、議会（議会運営委員会）で取扱い等を

決定し、その結果、公開していく流れであるが、今年度から宛先（議会・病院）を

問わず、ホットボイスは町として住民から寄せられた声を受理する趣旨の制度で

あることから、受理後速やかに一斉に公開することになったようである。これは

町民の視点に立った時に、宛先（議会・病院）により町の情報公開に差があること

を是正する趣旨と聞いているが、事前に、その協議はなかったことから、事務レベ

ルで取扱いを確認し、その結果を改めて議運に報告し協議したい。 

・委員長：事務局長の説明に質疑はないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：事務レベルで取扱い方法の確認後、改めて協議することに決定する。 

 

・委員長：回答案を作成するので、休憩とする。 

 

・委員長：休憩を取り消し、委員会を再開する。回答案について、意見・質疑はない

か？ 

・立川副委員長：特定者の指摘の部分が一部存在しているため、すべて削除すること

で是とする。 

・委員長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：異議ないか？ 

・（異議なし） 



・委員長：決定とする。 

 

 

３ その他 

（１）次回の委員会開催日程について  

・正副一任 

 

（２）その他 

・ 委員長：「その他」で各委員からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：議長からないか？ 

・ （なし） 

・ 事務局長からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：以上で終了する。 

 

                    以上をもって議会運営委員会を閉会する。 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 ０名 議 員 ０名 合計 ０名 

  

令和５年８月２２日 

議会運営委員会委員長 渡辺 洋一郎 

 

 


